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平成２７年度第２回佐久市総合計画審議会第２部会 議事録 

 

日 時：平成２７年９月１４日（月） 

                            １３：１５～１５：３０ 

場 所：佐久市役所 ４階 

４０２会議室 

 

【出席者】相馬部会長、石山副部会長、桃井委員、秋山委員、土屋厚子委員、 

佐藤千恵子委員、武重委員、佐藤和夫委員、中島委員 

【事務局】佐藤企画課長、若林課長補佐（企画調整係長）、市村企画員、中沢企画員、大井

  

 

 

１ 開会 

２ 部会長挨拶 

３ 自己紹介 

４ 議 事 

（１）「市民アンケート結果の推移」の検討について 

（２）「目標」の進行状況の評価及び今後の方針の検討について 

・事務局より、審議の進め方及び審議資料の見方について説明。 

（資料１、資料 2-1） 

・事務局より、第一次佐久市総合計画後期基本計画の第２章・第３章に掲げられた「ア

ンケート結果」、「目標」について施策毎に説明。その後、部会において審議。 

（資料 2-2） 

ア 資料の見方に関する質問・意見 

  なし 

 

イ 第２章 質問・意見 

 

（委 員） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

資料 2-2Ｐ11 施策名：地域交通ネットワーク 

公共交通の利用者数は、努力してもなかなか増えるという訳にもい

かないのではないでしょうか。 

 

公共交通の利用者の数ということで、目標に示させていただいてお

りますが、限られた財源の中で、より市民のニーズに即した形での

ダイヤ改正、デマンドタクシー利用などを考えております。これか

らの人口減少・高齢化社会の中では、地域公共交通というのはかな
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（委員） 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

（事務局） 

 

（委員） 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

り重要な施策と考えており、今年度担当課（生活環境課）では、地

域公共交通の見直しとして、新たな計画の策定に入っております。

その中でさらに市民の皆さんの意見をお聞きし、より使いやすい、

交通弱者の足になるような体系をつくっていきたいと考えておりま

す。市民のニーズを踏まえながら、見直しも図っているところであ

ります。 

 

今後の利用者というのは、市外から新幹線などを利用して佐久市に 

来る方を考えているのでしょうか、それとも佐久市内の利用者だけ

を考えているのでしょうか。 

 

現在は、必ずしも佐久平駅を起点としたネットワークになっていな 

いかと思いますが、今後、佐久平駅も起点として考える中で、市民、 

観光客も含む中でどういった形のネットワークを作っていけば良い 

のか、作業を進めているところです。今後、策定する地域公共交通

網形成計画の中でも、例えば、佐久平駅からスムーズに２次交通に

乗り継げるかといった課題についても検討されると考えておりま

す。 

 

臼田には、川村吾蔵の記念館がありますが、閑散としていて観光地

として、もう少し臼田駅辺りはなんとかできないかと感じます。高

齢者などが来たときに、デマンドタクシーなどもっと利用できるよ

うした方が良いのではないでしょうか。 

 

担当課に伝えさせていただきます。 

 

アダプトシステムについて、平成 28 年度末の目標が 19 とあります

が、アダプトシステムを導入したいと考えている箇所はいくつあり

ますか。募集開始時には大きく増えていますが、その後伸び悩んで

います。この現状維持の状態が本当に順調と言えるのでしょうか。 

 

もともとの目標値が妥当かという点はあると思いますが、今後、第

二次の総合計画を作る際に、検討していきたいと思います。 
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（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

（委員） 

 

 

 

（部会長） 

 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

先日、中込駅前で、お年寄りの方にバスの案内板を説明してくれと

言われました。しかし、複雑すぎて説明ができませんでした。他に

も、今、コスモス祭りを行っていますが、観光客がその場所に行く

のに、中込駅からどうやって行けば良いのか分からない状態です。

区長の立場で、中込駅に下車駅看板を置いて欲しいとのお願いもし

ていますが、目的地まで公共交通があるのか、ないのか、何で行け

ば良いのか明示されていないと思います。分かりやすい表示の工夫

ができないでしょうか。今後の総合計画の中でも横断的に対応して

いただければと思います。 

 

担当課に伝えさせていただきます。 

 

ここで審議したことが、きちんとした形で取り上げられていかなけ

れば意味がないと思います。事務局がまとめても、それを受けてく

れるかが問題だと思います。 

 

ぜひ、部会の報告に様々な意見を載せてもらい、検討してもらいた

いと思います。それでは、ただ今出た意見等を部会の報告にまとめ

として付記していただきたいと思います。 

 

資料 2-2Ｐ１４施策名：住宅・宅地 

 

公営住宅について、後期基本計画の「現状と課題」では「将来人口

や公営住宅のあり方などを考慮し、公営住宅の需要と供給のバラン

スを検討する必要がある」とありますが、これだけ民間の賃貸住宅

が増えている中で、公営住宅の現在の需給がどのくらいあるのか分

析はされているのでしょうか。 

 

公営住宅に関しては、公営住宅法によって所得が低い方を対象にし

ている部分もありますので、民間のアパートとは少し役割が違うと

ころがございます。需給につきましては、手元に数字がございませ

んので、次回の部会で回答させていただきます。 
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（委員） 

 

 

 

 

（事務局） 

 

（委員） 

 

 

 

 

（事務局） 

資料 2-2Ｐ１５施策名：高度情報通信ネットワーク 

 

平成 26 年度は、イベント等があった前年度に比べて減少したとのこ

とですが、平成 24 年度に比べても減少しています。情報通信ネット

ワークの伸展に伴い、電子申請自体は順調に推移していくのではと

思いますが、要因分析等は行っているのでしょうか。 

 

要因等について担当課に確認し、次回ご報告いたします。 

 

電子申請の件数５００件を目標としていますが、全体の申請件数の

何割といったやり方をしないと、５００という数字が妥当か私たち

には分かりません。割合を目標にするといったやり方の方が分かり

やすいのではないでしょうか。 

 

この後期基本計画を作成する際に、市として初めて数値的目標を立

てさせていただきました。目標の設定については、第二次の総合計

画の策定において、そういったところも踏まえてご意見をいただけ

ればと考えております。 

 

 

 

 

（２）「チャレンジ！！」の進行状況の評価及び今後の方針の検討について 

・事務局より、審議の進め方及び審議資料の見方について説明。 

（資料 3-1） 

・事務局より、第一次佐久市総合計画後期基本計画の第１章に掲げられた「チャレ

ンジ！！」の項目について説明。その後、部会において審議。 

（資料 3-2） 

 

ア 資料の見方に関する質問・意見  

なし 
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イ 第２章 「チャレンジ！」質問・意見 

 

 

（委員） 

 

 

 

（事務局） 

 

 

（部会長） 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

（委員） 

 

 

（事務局） 

 

 

（部会長） 

 

 

 

 

 

（委員） 

 

211 高速交通ネットワーク 

 

松本・佐久間の高規格道路はずいぶん昔から話はあると思いますが、

現在どのような話になっているのでしょうか。早くに建設して欲し

いと思いますが。 

 

関係市町村と協議会を設け、県や国交省に要望をしている段階で、 

計画にあがる等までは行っていない段階です。 

 

他に意見等はありませんか。それでは、こちらについては、このよ

うに取組を進めてもらうということでお願いします。 

 

222 市街地 

 

北中込土地区画整理事業と記載がありますが、場所的にどこでしょ

うか。 

 

北中込の「ツルヤ」と「ほっともっと」の前の交差点の辺りでの区

画整理の事業となります。交差点に斜めに別の道が当たっていたり

するところも含めての区画整理事業です。 

 

北中込駅は市役所を考えれば、佐久市の玄関口と考えられるので、

それなりの良い整備をしてもらいたいと思います。 

 

別事業で北中込駅前についても事業を行っていますので、担当課に 

はそのような意見があったと伝えさせていただきます。 

 

そちらについては、担当課に伝えていただくということで、記載内

容については、このように取組を進めてもらうということでよろし

いですね。 

 

231 高度情報通信ネットワーク 

 

申請が特に多いと聞いている体育館の利用などは電子申請できるの 

でしょうか。 
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（事務局） 

 

 

 

（部会長） 

体育施設の利用申請は電子申請できるようになっておりますが、電

子申請の窓口からのものをカウントしているため、実績値に含まれ

ておりません。 

 

他に意見等はありませんか。それでは、こちらについては、このよ

うに取組を進めてもらうということでお願いします。 

 

 

ウ 第３章 の項目に対する質問・意見 

※各項目については、次回審議する。 

 

（３）その他 

・次回会議の日程について連絡 

  

次回は 

・残りの項目（第３章）については、次回の部会にて審議する。 

 

６ 閉 会 

 

        


